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投票立会人は、投票が行われる際に、投票事務に参与するとともに、投票事務の執行が公正に行われるように立ち会うことが仕事です。その担任する事務の主なものは次のとおりです。

(1)投票手続きの全般について立ち会うこと。
①投票所の開閉に立ち会うこと。
　　②最初の選挙人が投票する前に投票所内にいる選挙人とともに投票箱に何も入っ
てないことの確認に立ち会うこと。
③選挙人の選挙人名簿（抄本）との対照に立ち会うこと。
④選挙人に対する投票用紙交付に立ち会うこと。
⑤選挙人が投票用紙を投票箱に投函するのを見届けること。
⑥不在者投票の投函に立ち会うこと。（第５投票所のみ）
⑦投票箱の閉鎖及び送致に立ち会うこと。
（送致については2人の内1人を選任する。）
⑧その他投票手続き全般に立ち会うこと。

(2)投票管理者に対し意見を述べること。
①次の場合に意見を述べること。なお、投票管理者は、投票立会人の意見は聞くが
それに拘束されることなく自らの判断によって決定することができます。
投票立会人はこの投票管理者の決定について次の②の異議があるときは、意見を
述べることができます。
ア　投票を拒否することについて意見を求められたとき。
イ　代理投票を拒否することについて意見を求められたとき。
ウ　代理投票補助者の選任についての意見を求められたとき。
エ　不在者投票を受理するかどうかについての意見を求められたとき。
オ　受理の決定を受けた不在者投票の代理投票の仮投票があるときに拒否する
かどうかについて意見を求められたとき。
　　② 次の異議がある場合に意見を述べること。
ア　選挙人が投票を拒否されたこと又は投票を拒否されないことについて異議
があるとき。
イ　選挙人が代理投票を認められたことについて異議があるとき。

(3)投票録に必ず署名（自署）すること。

(4)送致にあたる立会人は、投票箱のカギ（一のカギの封筒）を保管し、投票管理者とともに投票箱等を開票管理者のもとに送致すること。この場合、開票所へ直行すること。

